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核不拡散条約
（ＮＰＴ）

 1970 発効
 核兵器国

　　米・ロ・英・仏・中
 非核兵器国　180以上
 非核兵器国は核を持た

ない（不拡散）
 かわりに核兵器国は核

軍縮する（ＮＰＴ第６条）



ＮＰＴ再検討会議 1995
ＮＰＴ無期限延長
究極的核廃絶に向け努力

2000
核廃絶達成への明確な約束
１３項目の軍縮措置に合意

2005
合意ゼロ

2010
６４項目の行動計画

核使用の「破滅的な人道上の結
果への深い憂慮」、「核兵器禁
止条約」に「留意」



赤十字の動き

■２０１０年４月
赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）ケレ
ンベルガー総裁「核の時代に終
止符を」

■２０１１年１１月
赤十字社および赤新月運動の
代表者会議（ジュネーブ）、
核兵器使用が国際人道法違反
であることを訴える決議を採択

■２０１３年１１月
国際赤十字・赤新月運動代表者
会議、新決議・４年間行動計画
「核兵器の廃絶に向けて」



核の飢饉



偶発的な核兵器の発射
核兵器に関わる事故のリスク

Too Close to Comfort:
Case of Near Nuclear Use and 
Options for Policy
Patricia Lewis and Heather 
Williams, Chatham House



２０１２．５月　ＮＰＴ準備委員会
１６カ国「核軍縮の人道的側面」

核兵器使用がもたらす「破滅的
な人道上の結果への深い憂
慮」、国際人道法の重要性

オーストリア、チリ、コスタリカ、
デンマーク、バチカン、エジプト、 
インドネシア、 アイルランド、
マレーシア、メキシコ、ニュー
ジーランド、ナイジェリア、
ノルウェー、フ ィリピン、 
南アフリカ、スイス

●日本は「誘われず」



2013.10
「核兵器の非人道性」声明
日本、はじめて署名

●声明を支持しても、核兵器禁止条約を支持するわけではない。
　











２０１５年４～５月
ＮＰＴ再検討会議（ニューヨーク）



核兵器のない世界のための法的措置に関する
国連作業部会











日本が反対した「理由」





2017 核兵器禁止条約　交渉会議

●国連総会決議　７１／２５８
　核兵器の全廃につながるような、核兵器を禁止する法的拘
束力ある文書（＝条約）を交渉する国連会議

●コア・グループ
　共同提案国　オーストリア、ブラジル、アイルランド、メ
キシコ、ナイジェリア、南アフリカ
　＋ＩＣＲＣ

●会議の日程
　３月２７～３１日
　６月１５日～７月７日



３月会期（3/27-3/31)

●手続き規則等（コンセンサスへ努力→2/3多数の投票）
の採択、役員選出等

●ハイレベル・セグメント
（被爆者の証言を含む）

●トピック１　原則と目的、前文の要素
●トピック２　中核的禁止事項
●トピック３　制度上の取り決め

















核兵器禁止条約への懐疑論

（１）ＮＰＴと矛盾する

●ＮＰＴ第６条（核軍縮）履行＝禁止条約

（２）安全保障を軽視している

●もし使用されたら？＞非人道的破滅

（３）核保有国の入らない禁止条約は意味がない

●保有国が入らなくても、規範を作り、圧力となる



これまでの条約

●化学兵器禁止条約　（１９９３年）

　（１）開発、生産、取得、貯蔵、保有、委譲、使用と使用
の準備ならびに

　これらの援助、奨励、勧誘を禁止。

　（２）廃棄

●対人地雷禁止条約　（１９９７年）

　（１）使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有、移譲ならびに

　これらの援助、奨励及び勧誘を禁止。

　（２）廃棄



議長の条約案　(2017.5.22)　①

１．禁止事項

いかなる状況においても、以下の行為を禁止

●開発、生産、製造、取得、保有、貯蔵

●移譲

●使用

●核爆発実験

●援助、奨励、勧誘

◎自国内の配置・設置・配備、自国内での爆発実験

◇国内法整備

◇ＮＰＴの権利・義務に影響しない



議長の条約案　(2017.5.22)　②

２．非核保有国

　申告→保障措置（ＩＡＥＡフルスコープ保障措置）

　南ア、旧ソ連３カ国のモデル

３．核保有国

　廃棄完了→加入　（南アフリカ形式）

　廃棄しつつ加入？　



議長の条約案　(2017.5.22)　③

４．ヒバクシャ、核被害者

前文での言及（２カ所：苦難、努力）

核被害者援助、環境回復の義務

国際協力



議長の条約案　(2017.5.22)　④

５．条約の運用

４０カ国の批准で発効

発効１年後から締約国会議（および再検討会議）

協議事項：

　運用検討、報告、申告、軍縮の検証（→議定書）

非締約国、国連・国際機関、赤十字、市民社会

紛争の解決

普遍性

留保を認めない

脱退



論点

●威嚇

●実験

●輸送（通過）

●運搬手段

●「開発」の定義と保障措置の強化

●機関

●執行



日本はどうする？

●署名・批准を進める国際的運動
　ー「核の非人道性」メッセージはますます重要

●「Hibakusha」に言及する条約
　ー攻撃か、尊重か

●核「使用」準備政策の違法化
　ー核抑止政策の再検討

●北朝鮮問題への視座
　ー南ア、旧ソ連３カ国モデル





参考：
川崎哲
岩波ブックレット
「核兵器を禁止する」

　　

kawasaki@peaceboat.gr.jp
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